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１ 策定の趣旨 

 本市では、令和 2 年 2 月に３度目となる財政非常事態宣言を発出し、日野市財

政再建方針・第 6 次行財政改革大綱、日野市財政再建計画・第 6 次行財政改革大

綱実施計画（令和５～９年度）を策定し、財政再建に取り組んできました。 

 

１度目の財政非常事態宣言は、平成１０年度、２度目は平成２０年度に発出してい

ますが、いずれもバブル崩壊やリーマンショックといった外的要因に起因するもの

でした。 

３度目の宣言発出時の財政状況は、税制改正などに伴う市税収入の悪化や、会

計年度任用職員制度への移行に伴う歳出予算の増加などの影響で、大幅な財源不

足が発生していたほか、財政の硬直化が顕著となり、基金や地方債に頼った財政

運営を継続した場合、将来的に真に必要な行政サービスの提供が困難になる可能

性もある状況に直面していました。 

この状況を脱し、将来にわたり持続可能な財政運営を続けていくため、日野市

財政再建計画・第 6 次行財政改革大綱実施計画（令和５～９年度）で財政運営のあ

るべき姿に向けた４つの数値目標などを設定し、財政再建に取り組んできました。 

その中で、令和 6 年度決算の状況や、財政的に厳しい自治体であるとのイメー

ジが広がっていること、決算時点では２年連続で実質単年度収支は黒字となるな

ど継続して黒字幅が拡大していることなどから、総合的な判断として令和 7 年 8

月 28 日をもって財政非常事態宣言を解除することといたしました。 

 

宣言の解除は行いましたが、コロナ禍後の世界的な需要の回復や、その後の資

源価格高騰を背景とする輸入物価の上昇を起点として、国内物価の上昇が始まる

など、市がおかれる状況は３度目の財政非常事態宣言発出時とは大きく異なるも

のとなっています。 

こうした状況のなか、日野市においては市税収入が増加基調になる一方で、少

子高齢化の進展などによる扶助費の増加や、老朽化している公共施設への対応に

係る事業費、物価高による人件費や物件費の増高が見込まれるなど支出全体も増

加していくことが見込まれます。 

 

市民サービスを安定的に提供し、４度目の財政非常事態宣言を発出する事態に

なることがないようにするためには、柔軟な対応力を持つ財政構造を確立し、健全

性を確保した財政運営を継続することが大切であることから、令和９年～令和１３

年度を対象に、中期的な視点で方針を策定するものです。 

 



２ 財政の状況 

 

市の自主財源の主たるものである市税収入は、近年横ばいで大きく増加はしていないもの

の、やや増加基調となっています。しかし、扶助費や人件費といった義務的経費を中心に歳出

予算全体の増加も続いており、歳出の増に市税の増が追いついていない状況です。 

日野市財政再建計画・第 6 次行財政改革大綱実施計画に基づく取り組みなどにより、基金

残高は増加しているほか、市債残高も減少していますが、今後は老朽化している市有施設への

対応に係る経費のほか、物価高騰等にともない各種事業費の更なる増嵩が見込まれるなど、

厳しい状況が継続することが見込まれます。 

 

①実質収支※1 と財政調整基金※2 残高(普通会計) 

 過去からの黒字・赤字の累積額を示す実質収支の金額は、H30 年度決算時に大きく減少す

ることとなりました。その後は、コロナ禍の影響もあり令和 3 年度決算前後では大きく増減が

あったものの、黒字額として一定程度確保されています。 

また、財政調整基金の残高についても近年は回復傾向にあることから、短期的な視点（1 年度

毎）での資金収支は一定程度の健全性が保たれているといえます。 

【図表 1】 

 
※1 実質収支 形式収支（歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた額）から、翌年度に繰り越すべき財源

を更に差し引いた額。過去からの黒字・赤字の累積額を示しており、単年度でこの金額の剰余がでたわけで

はありません。 

※2 財政調整基金 年度間の財源調整や、景気後退によって生じた財源不足、災害等の突発的な財政需要の

増大等、短期的な財源対策のために活用される貯金。 



 

②実質収支・財政調整基金残高の都内２６市比較 

 市民一人当たりでみると、財源調整基金残高は、32.36 千円であり、都内 26 市中 15 位

となっています。 

【図表 2】 

 

 

より正確に資金収支の状況を捉えるため、「財政調整基金残高」のみでなく、事実上の翌年度

への繰越額となる「実質収支」を合算した市民一人当たりの金額については、51.76 千円とな

っており、26 市中 1０位となっていることから、一定程度突発的な需要等への対応力が確保

できているといえます。 

【図表 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

③歳入（市税・国庫支出金・都支出金） 

 市の歳入全体の約 3/4 を占めている市税・国庫支出金・都支出金は、コロナ禍の影響で令

和 2、３年度に一時的に国庫支出が大きく増加したものの、全体としてはほぼ横ばい～やや増

加傾向となっております。 

【図表 4】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④市民一人当たりでみた歳入 

 市税※３収入については、26 市中 14 位となっており、中位に位置しています。 

【図表 5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3 個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税などの総額 

 



 

国庫支出金と都支出金の合計については、26 市中 22 位となっています。歳出の抑制に伴

い、国や都からの補助金といった財源が減少することが、比較的少額になる要因の一つと考え

られます。 

【図表 6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の歳出全体対する財源のうち、国庫支出金と都支出金の合計割合は、32.８％となってお

り、26 市中では 16 位となっております。市税収入が多い（＝独自の財源が多い自治体）ほ

ど、国庫支出金や都支出金を活用しない、独自の事業などにより歳出額が増加し、相対的に比

率は減少する傾向があると考えられます。 

日野市における数値は平均並みと言えますが、歳出額を抑制する取り組みの中で、全体に

対する割合が他市と近い数値となっていることは、他市と比較して国庫支出金や都支出金の

獲得割合が低くなっている可能性があります。 

【図表 7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤歳出 市民一人当たりでみた歳出 

市民一人当たりでみた歳出額は 26 市中 25 位となっています。令和 6 年度は財政再建の取

り組みによる歳出抑制や、大規模な工事といった投資的経費の抑制などを行っていたことが

要因の一つと考えられます。 

【図表 8】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その中で、義務的経費※4 の総額についてみてみると、26 市中 16 位となっています。 

 

【図表 9】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4 性質上支出が義務付けられており、任意で削減することが難しいもの。 



義務的経費内の各経費について個別に２６市比較を行うと、人件費は 26 市中 7 位、扶助費

は 21 位、公債費は 10 位であり、人件費、公債費が比較的高くなっています。 

【図表 10～12】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



⑥人件費について 

 一般行政職の年齢構成を比較すると、日野市は２６市の中でもいわゆる団塊ジュニア世代で

ある５０代の職員数が多く、40 代の職員が少ないという特徴が顕著に表れています。そのた

め、構造的に人件費が高くなりやすくなっていると考えられます。 

 なお、ラスパイレス指数※5 については 26 市平均が 98.9 であるのに対し、日野市の指数は

97.8 となっています。これは、経験が豊富で平均給料月額の高くなる 50 代の職員の総数が

多いことにより、管理職の割合が下がり 50 代の平均給料月額が他市に比べて低くなってい

ることが影響していると考えられます。 

【図表 13】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※5 国家公務員の給料を１００とした場合の地方公務員の給料水準を示す指数 

 

 また、インフレなどの要因により人件費は上昇する傾向があると考えられますが、現在の年

齢構成の日野市においては、全年齢層が同じパーセンテージで上昇する場合などに、他市と比

べて人件費の総額が上昇しやすい傾向があるといえます。 

 現状のまま推移すると、今後 10 数年後には一時的に人件費が他市と比較して低くなる可能

性が高いですが、経験豊富な職員の数が大幅に減少もすることも同時に示しています。 

 

  



３ 持続可能な財政状況にむけて（目標数値の目安） 

財政からみたあるべき姿、目指すべき将来像について 

日野市財政再建方針・第 6 次行財政改革大綱においては、「持続可能な財政運営が可能と

なる状態（必要な行政サービスを安定的に提供でき、かつ、災害などの突発時にも対応できる

財政運営の状態）」をあるべき姿として、達成するための数値目標（財政調整基金残高、経常収

支比率、公債費負担比率、人件費比率）を設定しました。 

 今後は、この財政運営のあるべき姿の考え方を踏襲しつつ、日野市が直面する構造的な課題

（少子化・担い手不足、公共施設の老朽化など）や社会情勢の変化への対応も含めた、あるべき

姿を考える必要があります。 

 高度経済成長期は、人口増、税収増、金利以上の成長を前提としていたため、公共施設整備

などを行うために起債（借金）や、恒常的な新規事業を開始したとしても、その後の人口増や成

長により負担を吸収できました。 

今の社会情勢や日野市の構造的な課題を踏まえると、「税収基盤が縮小しやすい、社会保障

費は増えやすい、金利負担は重くなっていく、更新費用が一気に必要になる」という「歳入が伸

びにくく、歳出が増加しやすい」という形に移行していく転換期にあると考えられます。そのた

め、高度成長期のような高成長を前提とした拡大型の財政運営では持続可能な財政運営とは

言えません。一方で、単に「削減」だけを行う財政運営も、一時的な効果はあっても長期的な視

点でみると税収減や歳出増として跳ね返ってくるケースも考えられます。 

つまり、財政的側面からみると、今後の日野市の財政運運営においては、これまで以上にコ

ストカットなどによる「縮小均衡」の考え方ではなく、「選択と集中」の考え方に基づき、地域機

能を持続可能な形で維持・再設計する財政運営が重要になります。 

 

 持続可能な財政運営が可能な状態 のために必要な「あるべき姿」 

① 資金収支が健全で、災害等の突発的な需要に対応できる 

② 財政構造が市の状況変化や経済変動に耐え、必要な行政需要に対応できる弾力性がある 

③ 将来世代への負担のバランスがとれていて、公債費負担が適正である 

 

上記をふまえ、財政状況の判断は単一の指標で図ることは難しいところではありますが、い

くつかのポイントとなる指標について目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

将来世代とのバランスをとりつつ、人口が減っても、金

利が上がっても、災害が発生しても、更新費がきても破

綻しない、それでも必要な投資は可能な自治体 

 



⑴ 財政調整基金等の比率（決算時点） 

 

 

短期的な自治体の余力をみるという観点では、当初予算編成後の財政調整基金の残高も適

していましたが、他市と比較を行う場合、必ずしも同条件での比較とならないため、決算ベー

スで実質収支も含めて計算することで、より実態に近い短期的資金収支の健全性をみること

ができます。 

 

 

R6 年度決算でみると日野市は 25.38％で 26 市中 9 位となっており、26 市平均は

23.99％、中央値が 21.89％でした。また類似団体※6 平均も 20.38％であったこと、財政

調整基金の標準財政規模比での比率は一般的に 10～15％が適正と言われていること、実質

収支の標準財政規模比での比率は 3～5％程度が適正と言われていることなどから、日野市

においては 20％程度が確保されていれば、短期的な資金収支は一定の健全性が確保されて

いるという一つの根拠となると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※6 総務省が「人口」や「産業構造」が似ている全国の自治体をグループ分けしたもの  

 

 

⑵元本償還額分を除く経常収支比率 

 

 

 

 経常収支比率は、自治体の財政構造の弾力性を測る指標として重要なものになりますが、計

算の分子に公債費の元本償還分が含まれています。次の点から、元本償還部分の除く経常収

計算式：（経常経費充当の一般財源等の額-元本償還分充当の一般財源等の額）/ 

     （経常一般財源等+減収補填特例分発行額+臨時財政対策債発行額） 

計算式：（財政調整基金残高+実質収支）/標準財政規模 

目標値：標準財政規模の 20％程度 

 



支比率を用います。 

①負債返済の影響を切り離し、比較評価における公平性を高める 

元本償還部分は過去の投資や負債管理の結果であることから、その部分を除くことで、現

在の財政構造に焦点を当てることで、短期的な自由度や硬直度がより具体的に評価可能と

なります。また、借入構造の違いによる、自治体間の財政構造などを均すことができ、支出

構造を比較する際や、中長期的な比較を行う際の公平性が向上します。 

 

②将来的な弾力性の回復余地が視覚化される 

償還が終了した後の財政弾力性がどの程度改善されるかが視覚化されるほか、財政の硬

直度が過去の負債によるものか、構造的に硬直しているのかが区別できます。 

 

 ③償還財源の大きさを捉えることができる 

償還能力を測るため、償還財源の大きさを捉えることは重要ですが、「100-元本償還額分

を除く経常収支比率」によって償還財源の相対的な大きさを測ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値：８５％程度（２６市比較で中位程度）を維持 

日野市は、経常収支比率だと 26 市中 18 位ですが、元本償還分を除く経常収支比率だと

85.56％で 26 市中 16 位となっています。26 市平均は 83.36％、中央値が 85.06％で

あることからも、市税収入同様、中位程度を維持できていれば、大きく健全性を損なうことは

ないと考えられます。 

また、日野市においては過去の借入などの影響が比較的大きくなっている自治体であると

いえると同時に、返済計画が完了すれば柔軟性が回復する可能性がある自治体といえること

もわかります。 

 



⑶ 公債費負担比率と将来負担比率 

公債費負担比率は、公債費がどの程度一般財源の使途の自由度を制約しているかを判断する

ことができる指標であり、一般的に 15％が警戒ラインとされています。 

 

将来負担比率は、健全化法で規定された指標の一つで、市の現在抱えている負債の大きさを、

市の財政規模に対する割合で表したものになります。国で規定した早期健全化の基準は

350％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値：公債費負担比率は 9％程度を維持しつつ、将来費負担比率も注視 

R6 年度決算でみると、日野市の公債費負担比率は 7.1％、２６市平均が 6.4％、全国平均

が 11.3％となっています。前述のとおり、日野市は 26 市の中でも公債費の影響が相対的に

高いことから、今後の公共施設の老朽化対策等による公債費の増加も見込みつつ第６次行財

政改革時と同様の 8％～９％程度とし、負債による財政運営の硬直化が進行しないような財

政運営が必要です。 

また、短期的視点で財政状況を判定する公債費負担比率と、中長期的な視点で持続可能性

をはかることのできる将来負担比率を組み合わせて判断を行うことにより、現在の硬直度と

同時に、持続可能性を多角的に把握し、将来に負担を先送りするだけでない財政運営が可能

になります。 

 

 

 

将来負担比率＝｛将来負担額-（充当可能基金額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）｝/ 

                  ｛標準財政規模-（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）｝ 

公債費負担比率＝公債費充当一般財源等の額 / 一般財源総額  



今後の財政見込みについて 

 本方針は令和９年度～14 年度を対象年度としており、対象年度を中心に中長期的な歳入・

歳出の動向は、方向性を検討する上で大きな要素となります。市は今までも５～１０年程の期

間に想定される投資的経費などの大規模事業を想定し、財政運営に活用しています。 

下表により現時点での５か年の試算を参考としてお示しいたします。 

なお、令和６年度の決算額をベースに試算しているほか、大規模事業等の平準化を図ってお

りますが、事業内容の精査や査定を行っていないため推計の確度は高いものとはいえません。 

実際には、こうした推計に新たに発生する社会的・地域的な課題への対応に加え、予期しな

い制度変更や修繕対応などが加わります。更に、査定を通じて事業内容の変更や財源調整な

どの様々な調整を行うことから、実際の予算・決算とは乖離が生じます。 

 

（表：５か年の財政フレームの想定（普通会計）【参考】）     （単位：百万円） 

 

※令和９年度以降は決算額として推計しています。 

 

様々な要因で不確実性が増す社会情勢のなかで、推計の精度を高めることには限界もあり

ますが、一層の推計精度の向上を図り、施策や事業の在り方に活用していくことは組織的課題

として捉え、引き続き取り組んでまいります。 



４ 基本的取り組み方針 

目標値を設定した各指標からもわかるように、令和 6 年度決算時点では一定の健全性は維

持されていると考えられます。しかし、これはあくまで財政非常事態宣言下における歳出抑制

の取り組みの中での数値であることは注意が必要です。 

今後は、喫緊の日野市がかかえる課題への対応や、社会的要因による扶助費の増、老朽化し

ている公共施設への対応に係る事業費、物価高による人件費や物件費の増など、歳出全体も

増加していくことが予想されます。 

歳出圧力が高まる中でも、日野市財政再建方針・第 6 次行財政改革大綱において目標を設

定した指標だけでなく、そこに既存の財政指標を組み合わせることで、多角的・総合的に財政

状況を判断していきます。その上で、財政的な側面から「選択と集中」の考え方に基づき、地域

機能を持続可能な形で維持・再設計し、「あるべき姿」を維持できるよう取り組み、持続可能な

財政運営を目指していきます。 

 

 

財政運営方針を踏まえ、取り組むべき事項 

歳入確保に向けた取り組みの推進 

⇒コストカット型から歳入確保型の財政運営への転換 

○ 歳入確保の機能強化（司令塔機能など） 

○ 市内資源の活用（市保有土地の売却など）  

○ 市税徴収機能の充実 

○ 物価・金利等の上昇局面での対応検討（基金の活用など） 

 

効率的・効果的な事業執行の推進、公債費からみた公共施設等のマネジメント 

⇒歳出の投資的アプローチや、歳出の効率化、耐久性重視型の財政運営 

⇒インフレによる修繕コストの膨張や金利上昇といった社会の変化を見据えた検討 

○借金できるかではなく、返済余力を維持できるかの検討 

○ 人口増減少抑制・増加策の推進 

○ DX 推進や業務改善による事務効率化 

○ 職員の業務知識等の向上 

○ 起債を含めた余力を将来的な増収につながる事業へ積極的に活用 

○ 人件費の現状分析と課題抽出 

○ 物価・金利等の上昇局面での対応検討（業務委託と内製化の検討など） 

○ 市の管理対象施設・手法等の見直し  

○ まちの機能のあり方検討 

○ 人口減少を見据え、集中させることで人口密度を維持（施設のコンパクト化、集約など） 


